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2はじめに

◼ 近年、再エネ（特に太陽光）大量導入に伴い、需要の少ない端境期の昼間帯において、再エネ抑制を行う状況が
増えてきており、既に東京エリアを除く9エリアで再エネ抑制が実施されている。

◼ そのため、再エネ抑制量を減少させるべく、様々な対策の検討が進んでいるところ、この対策の一つとして「下げ調整
の価値」についても言及されている。

◼ 他方で、「下げ調整の価値」が意味するところについては、様々な考え方が混在していると考えられることから、今回、
具体的な下げ調整の価値について深掘り検討するとともに、需給調整市場における下げ調整力の扱いについて整理
したため、ご議論いただきたい。



3（参考） 再エネ抑制実施エリアの拡大

出所）第52回再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会（2023年6月21日）資料3
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/pdf/052_03_00.pdf

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/pdf/052_03_00.pdf


4（参考） 下げ調整力の価値の評価

出所）第52回再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会（2023年6月21日）資料3をもとに作成
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/pdf/052_03_00.pdf

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/pdf/052_03_00.pdf
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7調整力の定義について（１／３）

◼ 現状の需給調整市場では、事前に調整力（上げのみ）の調達を行う調整力ΔkW市場と、ゲートクローズ（GC）
以降の実需給に おいて調整力（上げ下げ両方）の発動を行う調整力kWh市場の二つが存在する。

出所）第50回制度設計専門会合（2020年9月8日）資料4
https://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/050_04_00.pdf

https://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/050_04_00.pdf


8調整力の定義について（２／３）

◼ また、調整力により対応する（ΔkWを調達すべき）事象は、予測誤差や時間内変動、電源脱落等が存在する。

出所）第7回制度検討作業部会（2017年6月6日）資料3
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/seido_kento/pdf/007_03_00.pdf

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/seido_kento/pdf/007_03_00.pdf


9調整力の定義について（３／３）

◼ 調整力の調達においては、ΔkW（上げのみ）を取引しており、このΔkWは実需給断面で発生しうる変動に備えて、
調整機能を有する発電機等を、GC時点で出力調整できる状態にしておく調整余力となる。

◼ また、調整力の運用においては、調整力kWh（上げ下げ）を取引しており、この調整力kWhとは、実需給断面で
発生した誤差に対して、実際に発動した電力量（kWh）となる。

◼ なお、調整力の運用に応じて実際に生じる電力量（kWh）は、あらかじめ取り決めておくことができないため、実際
に生じた電力量に対して、あらかじめ取り決めた単価（上げ:V1、下げ:V2）で事後精算を行う※（この点が取引
する電力量をあらかじめ契約する卸電力市場とは異なる点となる）。

調達 運用

卸電力市場

需給調整市場

量(kW)

時間(h)

量(kW)

時間(h)

量(kW)

量(kW)

時間(h)

時間(h)

kW×h×ΔkW単価（ΔkW価値）

一次

二次①

二次②

一次

二次①
二次②※各商品毎※各商品毎

ｋWh（実績）×kWh単価（可変費等）

調達した量 （確定済）
をそのまま受電

kW×h×単価（kWh価値）

※量を確定

※GC後の実誤差を調整するために必要な量のみ受電する。その時点
の需給状況により受電しない場合や100%受電の場合もあり得る。

ΔkW1

ΔkW2

ΔkW3

t1 t2 t3

ΔkW1

ΔkW2

ΔkW3

t1 t2 t3

※一次についてはインバランス精算単価の確報値を用いて精算



10

◼ また、第9回本小委員会（2019年3月5日）において、平常時には自然体で下げΔkWが確保されること、加えて、
エリア内の供給量が需要量を上回ることが見込まれる時には優先給電ルールにより下げΔkWを確保することができる
ことから、当面、下げ調整力（下げΔkW）については市場調達しないと整理している。

下げ調整力（下げΔkW）の調達について

出所）第9回需給調整市場検討小委員会（2019年3月5日）資料2
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2018/2018_jukyuchousei_09_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2018/2018_jukyuchousei_09_haifu.html
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前日 当日

BG

TSO

◼ 優先給電ルールに基づく再エネ抑制は、オフライン事業者には前日の17時頃に、オンライン事業者には実需給の
2時間前頃に抑制指示が出されることとなっている。

◼ そのため、再エネ抑制を回避する下げ調整は、GCから実需給までの予測誤差に対応する（GC時点のΔkW確保を
行う）通常の調整力とは異なる性質となるため、改めて再エネ抑制をどのように行うのか、その仕組みから深掘りした。

14時

翌日
計画

12時 15時 17時

時間前市場
開場

三次②
約定

再エネ等
前日抑制指示

16.5時6時

FIT2回目
通知

三次②
入札〆

三次②
約定

長周期
送受電量

算定

指示内容
順次送信

翌日バランス・
再エネ等抑制量

および
対象事業者

決定

優先給電ルールに
基づく対応※

実需給GC

※対応開始・終了時刻はおおよその時刻

優先給電ルールに基づく再エネ抑制について（１／３）

当日バランス・
再エネ等抑制量

および
対象事業者

決定

実需給2時間前

再エネ等
当日抑制指示

10時

スポット
開場

三次②募集量
登録
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STEP① STEP② STEP③-1 STEP③-2

◼ 優先給電ルールに基づく再エネ抑制は、前日計画段階で需給バランスを策定し、また、「電源Ⅲ（火力電源等）」、
「バイオマス」の出力制御をしたうえで、なお、下げ代不足時に「再エネ（自然変動電源）」の出力制御を実施する
ものとなる。

優先給電ルールに基づく再エネ抑制について（２／３）

出所）第24回系統WG（2019年12月5日）資料1-4をもとに作成
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/shin_energy/keito_wg/pdf/024_01_04.pdf

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/shin_energy/keito_wg/pdf/024_01_04.pdf
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STEP① STEP②

STEP③-1

STEP③-2

出所）第9回需給調整市場検討小委員会（2019年3月5日）資料2をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2018/2018_jukyuchousei_09_haifu.html

（参考） 自然変動電源の抑制量の決定プロセス

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2018/2018_jukyuchousei_09_haifu.html


15（参考） 送配電等業務指針第174条

（下げ調整力が不足する場合の措置）
第１７４条 一般送配電事業者は、前条の措置を講じても一般送配電事業者の供給区域の電気の余剰を
解消できず、下げ調整力不足又は下げ調整力不足の発生するおそれがあると判断した場合には、次の各号の
順位にしたがって同号に掲げる措置を講じる。
一 一般送配電事業者及び配電事業者からオンラインで調整できない次のアからウまでに掲げる方法
（第３号から第５号まで及び第７号に掲げる方法を 除く。）
ア 火力電源等（出力制御が困難な電源及び下げ調整力不足の解消への効果が低い電源は除く。
以下同じ。）の発電設備等の出力抑制

イ 揚水発電設備の揚水運転
ウ 需給バランス改善用の蓄電設備の充電

二 長周期広域周波数調整
三 バイオマスの専焼電源（ただし、次号の地域資源バイオマス電源を除く。 以下同じ。）の出力抑制
四 地域資源バイオマス電源の出力抑制
五 自然変動電源の出力抑制
六 業務規程第１１１条に定める本機関の指示に基づく措置
七 長期固定電源の出力抑制
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◼ このとき、再エネ抑制の原因となる余剰インバランスの発生要因としては、前日スポット市場の約定価格が0.01円
/kWhになっていることからも、予測誤差が主要因ではなく、計画値同時同量上の別要因が考えられる。

◼ 具体的には、FIT特例①（小売事業者買取）・FIT特例③（一般送配電事業者買取）に関しては、発電計画
について一般送配電事業者から通知された値を用いるものの、前日スポット市場で売れ残った場合※、売れ残り分を
控除して同時同量計画を策定する制度となっており、見かけ上抑制されていても（同時同量が達成されていても）、
実需給断面における余剰インバランスが、再エネの上振れ・需要下振れ関係なく（予測が合っていても）発生する
制度となっている。

◼ また、このときFIP電源については、プロラタ按分で未約定（売れ残り）となった分について、相対等で他の売電先を
見つけない限り、同時同量計画に織り込めない（事業者自ら抑制する）こととなる。

優先給電ルールに基づく再エネ抑制について（３／３）

※ 最低入札価格である0.01円/kWhで入札したとしても、同価格の売札量が買札量を上回った場合、
約定はプロラタ按分となり売れ残りが発生する（エリアプライス0.01円/kWhの時、発生している事象）

出所）FITインバランス特例制度①の運用方法の変更について（2019年12月5日）をもとに作成
https://www.occto.or.jp/oshirase/sonotaoshirase/2019/files/191220_FIT1unyohenko.pdf.pdf

https://www.occto.or.jp/oshirase/sonotaoshirase/2019/files/191220_FIT1unyohenko.pdf.pdf


17（参考） 自然変動電源の発電計画値

出所）FITインバランス特例制度①の運用方法の変更について（2019年12月）をもとに作成
https://www.occto.or.jp/oshirase/sonotaoshirase/2019/files/191220_FIT1unyohenko.pdf.pdf

https://www.occto.or.jp/oshirase/sonotaoshirase/2019/files/191220_FIT1unyohenko.pdf.pdf
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◼ 前述のとおり、需給調整市場においてはGC以降の調整力調達および調整力運用を行っており、卸電力市場での
取引や優先給電ルールに基づく再エネ抑制はGC以前の需給を一致（同時同量達成）させるための調達と運用を
行っている（調達と運用は一体）と考えられる。

◼ これらの構図を踏まえると、下げ調整として捉えることができる事象としては、以下の3つが挙げられる。

◼ 具体的には、「GC以前の同時同量を達成するために、計画時点において電源Ⅲや再エネを抑制するもの（①）」、
「GC以降の余剰インバランスに対応するための余力（ΔkW）をあらかじめ確保しておくもの（②）」、「GC以降の
実需給断面において発生した余剰インバランスに対する出力制御（③）」となる。

◼ 以降で、これら3つの下げ調整の価値について、深掘り検討を行った。

下げ調整の価値について

調達 運用

GC以前
（卸電力市場や＿
優先給電ﾙｰﾙ等）

①同時同量達成のための抑制

GC~実需給
（需給調整市場）

②余剰インバランスに対応するための余力確保 ③余剰インバランスに対する出力制御



20① GC以前の同時同量達成のための抑制について（１／４）

【経済合理的行動に基づく前日スポット約定結果】

ポンプ等

供給過剰の場合、卸市場の約定価格
が安いため、電源Ⅲ供給力の差し替え
やポンプ等による需要創出を行うことが
経済合理的

需要

（スポット前） （スポット後）

長期等

FIT

電源Ⅲ

発電

相対

需要 発電 需要

需要

長期等

FIT

相対

◼ 下げ代が不足するような需給状況においては供給過剰となっていることから、前日スポット市場における約定価格は
最低価格（0.01円/kWh）付近で約定されると想定され、このような場合、発電コストが少なからず生じる電源Ⅲ
を有する事業者は、前日スポット市場から供給力を調達し、自身の電源Ⅲの供給力と差し替えることが経済合理的
な行動になると考えられる。

◼ また、揚水発電や蓄電池を有する事業者は前日スポット市場からの買い入札によりポンプや充電を行うことで、安価
に供給力を蓄えることができ、約定価格が高いと考えられる時間帯に発電することで収益を得られることとなる。

◼ このような経済合理的な電源Ⅲ抑制やポンプ等が行われることで、前述の制度上発生しうるFIT余剰インバランス
や未約定となるFIP電源を減少させたうえで、それでもなお供給余剰となる場合に、優先給電ルールによる電源Ⅲや
再エネの抑制が行われることが制度上望ましいと考えられる。

FIP

FIP



21（参考） 供給過剰時の前日スポット市場での経済合理的な行動

電源Ⅲ

発電コスト：10円/kWh

相対
需要

11円/kWhで
売電

電源Ⅲ
差し替え

調達コスト：0.01円/kWh

相対
需要

11円/kWhで
売電

100

支出：100×10＝1000
収入：100×11＝1100
合計：1,100ー1,000＝+100円

支出：100×0.01＝1
収入：100×11＝1100
合計：1,100ー1＝ +1,099円

スポット

【通常の電源Ⅲの電力売買】 【供給過剰時の電源Ⅲの電力売買】

◼ 通常、発電コスト10円/kWhの電源Ⅲを用いて、相対需要（100kWh）に供給（11円/kWhで売電）している
と仮定すると、発電事業者は、100円の利益を得ることができる。

◼ 他方で、供給過剰となり、前日スポット市場が最低価格付近で約定すると見込まれる場合、発電事業者は自身の
電源Ⅲを停止（抑制）し、前日スポット市場から調達した供給力を相対需要に供給することで、発電事業者自身
の利益が最大化される。

100



22① GC以前の同時同量達成のための抑制について（２／４）

◼ 一方、優先給電ルールにより電源Ⅲや再エネを抑制する場合、一般送配電事業者から発電事業者への給電指令
によって出力抑制を行うこととなっている。

◼ この際、発電事業者は自身の発電計画を変更する必要はなく、つまりは、給電指令により、計画と実績の不一致が
発生する状態となるが、これらはインバランスではなく、給電指令時補給電力として計上する仕組みとなっている。

◼ 給電指令時補給電力に対する精算に関しては、給電指令時補給電力料金単価を適用することとなっており、この
給電指令時補給電力料金単価としては通常、インバランス精算単価を適用することとなっているため、精算にのみ
着目すれば、インバランス精算時と同じ金額を精算していることとなっている。

100

計画

【GC計画時点】 【実需給時点】

100

計画

給電指令
あり

実績

20

給電指令
なし

100

計画 実績

20

給電指令時
補給電力

不足インバランス

【精算時点】

給電指令時補給電力
×給電指令時補給電力単価

＝給電指令時補給電力
×インバランス精算単価

＝80×10＝800
（事業者からTSOへ支払い）

インバランス量
×インバランス精算単価

＝80×10＝800
（事業者からTSOへ支払い）

※ インバランス精算単価を10円/kWhとする



23① GC以前の同時同量達成のための抑制について（３／４）

◼ 通常のインバランス精算単価は、実際に発動された調整力の限界費用（不足時は上げ調整単価の最大値、余剰
時は下げ調整単価の最低値）を適用することとなっているが、優先給電ルールが適用されるような状況においては、
別の考え方に基づき、インバランス精算単価が算定される。

◼ 具体的には、系統余剰かつ優先給電ルールにより電源Ⅲを抑制した場合、電源Ⅲを調整電源と見做して、その
下げ調整単価をインバランス精算単価とすることが適当であるものの、電源Ⅲ価格をタイムリーに把握することが困難
であることから、電源Ⅲ抑制時のインバランス精算単価はすべての調整電源※の下げ調整単価の最低値としている。

◼ また、系統余剰かつ再エネの出力抑制が行われている場合は、実質的に限界費用0円/kWhの再エネを抑制して
いると見做すことが適当であることから、インバランス精算単価は0円/kWhを適用することとなっている。

出所）インバランス料金制度等について（2022年1月28日）
https://www.emsc.meti.go.jp/info/public/pdf/20220117001b.pdf

※ 通常の余剰インバランスにおいては、実際に発動された下げ調整力のうちの最低値がインバランス精算単価となる点が異なる

https://www.emsc.meti.go.jp/info/public/pdf/20220117001b.pdf


24① GC以前の同時同量達成のための抑制について（４／４）

◼ つまり、系統余剰かつ再エネの抑制が行われる状況においては、インバランス精算単価が0円/kWhとなることから、
電源Ⅲやポンプ等（調整電源を除く）においては、前日スポット市場で自ら差し替えやポンプ等を行うより、優先
給電ルールによる抑制を受ける（相対契約に基づく発電計画のままにしておく等）方が僅かではあるものの経済
合理的な行動となると考えられる。

◼ このようななか、GC以前の同時同量達成のための抑制（優先給電ルールによる抑制）に対し、単純に新たな価値
を与える、つまり、抑制によって発電事業者が対価を得られるとすると、ゲーミング（抑制時に対価が貰えることを期待
して逆に高出力の計画にする等）ならびに更なるFIP電源の未約定（抑制）を誘発すると考えられる。

◼ このため、こういったGC以前の同時同量達成のための抑制（下げ調整）に対する価値については、丁寧な議論が
必要になると考えられる。

【優先給電ルールによる抑制を期待した前日スポット市場約定結果】

需要

（スポット前） （スポット後）

長期等

FIT

電源Ⅲ

発電

相対

需要 発電 需要

需要
長期等

FIT

電源Ⅲ 相対

（優先給電ルール後）

発電 需要

ポンプ等

需要

長期等

FIT

相対

按分約定

電源Ⅲ
抑制

需要創出

FIP FIP

FIP

FIP
抑制

再エネ
抑制



25（参考） 給電指令時補給電力を期待した経済合理的な行動（１／２）

電源Ⅲ
給電指
令による
停止

給電指令時補給電力単価：0円/kWh

相対
需要

11円/kWhで
売電

支出：100×0 ＝0
収入：100×11＝1,100
合計：1,100ー0＝ +1,100円

給電指
令時補
給電力

【給電指令時の電源Ⅲの電力売買】

◼ 前述のとおり、前日スポット市場が最低価格付近で約定すると見込まれる場合、発電事業者は電源Ⅲを差し替える
ことが経済合理的であるところ。

◼ 他方で、再エネ抑制された場合、給電指令時補給電力単価（＝インバランス精算単価）は0円/kWhとなるため、
僅かではあるものの、前日スポット市場での差し替えより、給電指令時補給電力を受ける方が経済合理的となる。

100

電源Ⅲ
差し替え

調達コスト：0.01円/kWh

相対
需要

11円/kWhで
売電

支出：100×0.01＝1
収入：100×11＝1,100
合計：1,100ー1＝ +1,099円

スポット

【供給過剰時の電源Ⅲの電力売買】

100



26（参考） 給電指令時補給電力を期待した経済合理的な行動（２／２）

電源Ⅲ
給電指
令による
停止

給電指令時補給電力単価：▲0.1円/kWh

相対
需要

11円/kWhで
売電

支出：100×▲0.1 ＝▲10
収入：100×11＝1100
合計：1,100ー（▲10）＝ +1,110円

給電指
令時補
給電力

【ネガティブプライスとした給電指令時の電源Ⅲの電力売買】

◼ 現行の給電指令において、こうした下げ調整に対して価値を与える、例えば給電指令時補給電力単価にネガティブ
プライスを適用すると、給電指令を受けた発電事業者は給電指令による収入を得ることができる。

◼ 前述の電源Ⅲにおいては、利益は更に拡大することとなり、そうなると、卸電力市場（電源差し替え先）がネガティブ
プライスでない限り、発電事業者としては、給電指令による補給を期待した行動（抑制時に対価が貰えることを期待
して逆に高出力の計画にする等）をとるものと考えられる。

◼ このため、こういった下げ調整に対する価値については、丁寧な議論が必要になると考えられる。

100

電源Ⅲ
給電指
令による
停止

給電指令時補給電力単価：0円/kWh

相対
需要

11円/kWhで
売電

支出：100×0 ＝0
収入：100×11＝1100
合計：1,100ー0＝ +1,100円

給電指
令時補
給電力

【現状の給電指令時の電源Ⅲの電力売買】

100



27② GC以降の余剰インバランスに対応するための余力確保について

◼ 続いて、GC以前の計画において同時同量が達成される前提で、GC以降の余剰インバランスに対応するための余力
（下げΔkW）を需給調整市場で調達するスキームを検討した。

◼ GC以降の下げΔkW（下げ調整力）を確保する場合、調整電源の抑制代や揚水ポンプのポンプ代（言い換えると
見かけ上の需要の上げ代）等が考えられる一方、ΔkW価値とはGC時点で出力を調整できる状態で確保すること、
言い換えれば同時同量計画上、余力が存在する状態であることが必要となる。

◼ つまり、調整電源であれば最低出力よりも高い計画値、揚水ポンプ等であればポンプ運転をしない計画であることが
条件となり、計画時点における供給余剰を促すこととなり、再エネ抑制を行うような下げ代不足時にGC以降の下げ
ΔkW（下げ調整力）を確保※することは、逆に再エネ抑制量増加に繋がると考えられる。

【下げΔkWを確保しない場合】

ポンプ等

需要

（スポット前） （GC時点）

長期等

再エネ

電源Ⅲ

発電

相対

需要 発電 需要

需要

長期等

再エネ

相対

※ エリアの給電運用上、最低限必要な下げ代は確保しているが、これは時間内変動対応（GF・LFC）
のものであり、再エネ抑制の原因となる余剰インバランス対応（EDC）のものではない

【下げΔkWを確保する場合】

下げ
ΔkW

需要

（スポット前） （GC時点）

長期等

再エネ

電源Ⅲ

発電

相対

需要 発電 需要

需要

長期等

再エネ

相対

下げΔkWをポンプで調達
した結果、計画時点で供給
余剰となり再エネの抑制が
必要となる



28③ GC以降の余剰インバランスに対する出力制御について

◼ 最後に、GC以降の余剰インバランスに対する出力制御（下げ調整kWh）については、現状の需給調整市場でも
調達しておらず、電源Ⅱ契約（2024年度以降は余力活用契約）により実施しているところ。

◼ この点、リソース種別（火力、再エネなど）で区別しているわけではなく、機能（EDCやLFC）を有しているかどうか
のみで契約していることから、FIT電源を除く再エネをGC以降の下げ調整力（kWh）として活用することは、現状
でも可能である（上げ調整力としての活用も可能）。

◼ これらを踏まえると、再エネ（FIT電源を除く）が調整力kWh市場に参加し、下げ調整力（上げ調整力も含む）を
供出することは、活用可能リソース増加による信頼度向上や調整費用低減に寄与すると考えられる（期待できる）
のではないか。

ポンプ等

需要

（スポット前） （GC時点）

長期等

再
エネ

電源Ⅲ

発電

相対

需要 発電 需要

需要

長期等

再
エネ

相対

実需給断面において、
需要が下振れた場合
のインバランス対応と
して再エネを抑制

ポンプ等

（実需給）

発電 需要

需要

長期等

再エネ

相対

下げ調整力の運用

需要の下振れ



29（参考） 変動再エネの調整力としての活用

出所）第52回再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会（2023年6月21日）資料3
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/pdf/052_03_00.pdf

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/pdf/052_03_00.pdf


30（参考） FIT電源による調整力の運用

◼ FIT電源による需給調整取引については、買取義務者に認められていない電気の供給・使用方法となっているため、
調整力の運用（調整力kWh市場での活用）は現状では不可となっている。

出所）第19回再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会（2020年8月31日）資料1をもとに作成
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/pdf/019_01_00.pdf

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/pdf/019_01_00.pdf


31（参考） FIT電源におけるインバランス補給および給電指令時補給

小売事業者
（買取義務者）

一般送配電事業者

JEPX
（スポット市場）

FIT特例①
実発電量
（1200）

インバランス補給
(150)

発電・販売計画
（1350）

計画値通知
(1350)

小売事業者

需要・調達計画
（1350）

販売量
(1200+150)

調達量
(1350)

【平常時（不足インバランス発生）のFIT特例①の計画および実績（イメージ）】

小売事業者（買取義務者）が一般送配電事業者から通知された計画値に基づいて、発電・販売計画を代行作成する
そのため、FIT電源を直接制御するわけでなく、調整力としての運用はできない

小売事業者
（買取義務者）

一般送配電事業者

JEPX
（スポット市場）

FIT特例①
実発電量
（1000）

給電指令時補給
(350)

発電・販売計画
（1350）

計画値通知
(1350)

小売事業者

需要・調達計画
（1350）

販売量
(1000+350)

調達量
(1350)

【再エネ抑制時のFIT特例①の計画および実績（イメージ）】

再エネ抑制時には、FIT電源に直接抑制指令を出す一方で、小売事業者（買取義務者）に対しては、
給電指令時補給を適用する

抑制指令
(1000)



32（参考） 余力活用における下げ調整力

◼ また、現状、実需給における下げ調整力の運用は、電源Ⅱ契約（2024年度以降は余力活用契約）に基づいて
実施されている。

◼ 余力活用における下げ調整力の運用に関しては、以下の要件となっており、リソースを特定したものではないことから、
要件さえ満たせば、再エネ（FIT電源を除く）であっても、下げ調整力の運用は可能である。

◼ なお、現状においては、下げ調整単価（V2単価）の最低値は0.00円/kWhであり、再エネが下げ調整力の運用
に参加するメリットは少ないとも考えられ、この対応として、V2単価にネガティブプライスを導入することも考えられる。

◼ 他方、現行のインバランス精算単価は調整力単価を参照することから、インバランス精算単価がネガティブプライスに
なる可能性や、卸電力市場における議論※1等も踏まえ、丁寧な検討が必要になると考えられる。

項目 条件等 備考

区分 上げ/下げ 下げ調整のみの参加も可能※2

機能 商品要件による 余力提供計画の範囲内で出力増減に応じる必要あり

回線 商品要件による －

V2単価の最低値 0.00円/kWh ネガティブプライスの設定は不可

【余力活用における調整力の運用】

※2 リスト・パターンの場合、システム制約により、当面の間、下げ調整力の余力活用契約の締結は不可

※1 国においても、卸電力市場におけるネガティブプライスについて示唆されている



33（参考） 卸電力市場へのネガティブプライス導入効果（１／２）

出所）第52回再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会（2023年6月21日）資料3をもとに作成
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/pdf/052_03_00.pdf

◼ また、前述の再エネ抑制構図を踏まえると、卸電力市場へのネガティブプライス導入の方が「①同時同量達成のため
の抑制」に対する効果が高いとも考えられる。

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/pdf/052_03_00.pdf


34（参考） 卸電力市場へのネガティブプライス導入効果（２／２）

◼ 現行制度（前日スポット市場の下限価格が0.01円）で優先給電ルールが実施される状況は、市場で需給一致と
なる均衡点が見つからず、消費者余剰と生産者余剰が最大になっていないことを指している。

◼ ネガティブプライス導入で、需給一致の均衡点が見つかる（=消費者余剰と生産者余剰が最大）ことに加え、揚水
上げDR等の需要増により、結果的に再エネ抑制（不落）量の減少（再エネの最大限活用）にも繋がる可能性。

消費者余剰

消費者余剰

消費者余剰

生産者余剰

市場の
失敗

生産者余剰生産者余剰 量

価
格

賦課金 量

価
格

賦課金 量

価
格

賦課金

フロアー
プライス

（ネガティブ）

均衡価格

均衡価格

均衡価格では
出力調整ができない

再エネ等
再エネ等 再エネ等

①供給力余剰がない場合、
賦課金があっても均衡価格
は見つかる

②供給力余剰があり、0円が
下限の場合、出力を抑制
する対象が見つからず、市場
で需給一致は実現しない

③供給力余剰があり、下限が
十分にネガティブである場合、
自ら停止する電源や需要増
が現れる

優先給電ルール
による抑制

消費者余剰の拡大による
貯蔵性負荷の増
生産シフトによる需要増

フロアー
プライス

フロアー
プライス
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36まとめ

◼ 「下げ調整の価値」としては、以下の3つが考えられ、それぞれに対し検討した結果は以下のとおり。

① GC以前の同時同量達成のための抑制（優先給電ルールによる抑制）に対して、発電事業者が対価を得られると
すると、ゲーミングならびに更なるFIP電源の未約定（抑制）を誘発すると考えられることから、こういったGC以前の
同時同量達成のための抑制（下げ調整）に対する価値については、丁寧な議論が必要

② GC以降の下げΔkW（下げ調整力）を確保する場合、調整電源の抑制代や揚水ポンプのポンプ代（言い換えると
見かけ上の需要の上げ代）等にて確保することとなり、計画時点における供給余剰を促すこととなり、再エネ抑制量
増加に繋がる

③ FIT電源を除く再エネが、下げ調整力（調整力kWh市場）に参加することは、現行の余力活用契約でも可能と
なっており、活用可能リソースの増加による信頼度向上や調整費用低減に寄与すると考えられる（期待できる）の
ではないか

◼ 上記を踏まえ、下げ調整の扱い（価値）については、引き続き資源エネルギー庁と連携して検討を進める。

調達 運用

GC以前
（卸電力市場や＿
優先給電ﾙｰﾙ等）

①同時同量達成のための抑制

GC~実需給
（需給調整市場）

②余剰インバランスに対応するための余力確保 ③余剰インバランスに対する出力制御


